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第４１回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日 時  令和４年１０月１４日（金）１４：００～１５：２０ 

 

２．場 所  中央合同庁舎８号館６階６２３会議室 

 

３．出席者  内閣府 

       内閣府原子力委員会 

        上坂委員長、佐野委員、岡田委員、畑澤参与、青砥参与 

       内閣府原子力政策担当室 

        進藤参事官、梅北参事官 

 

４．議 題 

 （１）「原子力利用に関する基本的考え方」改定に向けた検討について 

 （２）その他 

 

５．審議事項 

（上坂委員長）時間になりましたので、第４１回原子力委員会定例会議を開催いたします。 

  本日の議題ですが、一つ目が「原子力利用に関する基本的考え方」改定に向けた検討につ

いて、二つ目がその他であります。 

  それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

（進藤参事官）一つ目の議題は、「原子力利用に関する基本的考え方」改定に向けた検討につ

いてです。「原子力利用に関する基本的考え方」の改定に向けた検討として、本日は、これ

まで４回にわたり行ってきた各論点ごとの議論を整理いたしましたので、この整理に基づき

議論を行っていただければと存じます。 

  それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

（梅北参事官）それでは、これまでの議論の整理ということで、議論はこれからも続けていた

だくわけですけれども、一旦ここでこれまでの議論を事務局の方で整理させていただきまし

たので、今日はこれまでの議論の整理、これまで議論した全重点項目について一旦整理した

ものを説明させていただきます。 
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  資料としては資料の１号でございますけれども、それ以外の資料、毎回付けて恐縮なんで

すけれども、参考資料として前回策定時からの環境変化、これが参考１－１とヒアリング、

これまでの５０人超のヒアリングの概要ということで、１－２を用意しております。毎回毎

回、例えばヒアリングについてみれば、ヒアリングを重ねるごとに一応更新させていただい

ておりますので、お時間のあるときに御覧いただければと思います。今日は説明いたしませ

ん。 

  それでは、資料の１号に戻りまして説明をさせていただきます。「原子力利用に関する基

本的考え方」、これまでの議論の整理ということです。 

  １番目、原子力を取り巻く現状と環境の変化ということで、これについてはもう何度か説

明しておりますので、詳細は説明いたしませんけれども、まず福島原発事故による影響の継

続、原子力関連機関に内在する本質的な課題への対応ということで、後者、原子力関連機関

に内在する本質的な課題、対応は進んでいる面もありますけれども、引き続き更なる改善は

必要だということを書かせていただいております。 

  次の項目、国民生活や経済活動を支えるエネルギー安定供給・安全保障をめぐる状況とい

うことで、昨今のエネルギー安定供給の不安の問題、また、特にロシアによるウクライナ侵

略、地政学リスクの高まりで、これは日本だけではないですけれども、エネルギー安全保障

の問題が顕在化しているというところ、その辺を書いております。 

  ３番目、カーボンニュートラルに向けた動きの拡大ということで、全世界的にカーボンニ

ュートラルで原子力をその手段の一つとして着目をしているということ、あと、ＥＵタクソ

ノミー、持続的な活動とみなされるタクソノミーについても、廃棄物処理の見通しなど、具

体的な条件は付いているものの、原子力が位置付けられているという点も明記させていただ

いております。 

  続いて、原子力利用を取り巻く環境ですけれども、何度かこれも御紹介いたしましたけれ

ども、世界的に次世代革新炉の開発・建設も進み、既存原発、アメリカなど、運転期間、６

０年、８０年というところも見えますので、そういう動きがあるということを書いておりま

す。 

  国内に目を転じると、審査若しくは地元との確認が遅れているというところもございまし

て、日本国内では再稼働は１０基にとどまるという現状を書いております。 

  それと、原子力エネルギー事業の予見可能性の低下ということで、電力自由化の制度改革

等々ありまして、特に原子力発電所の建設には初期投資が非常に掛かるということもあって、
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この事業全体の予見可能性が低下していると。そのため、国内の重要なサプライヤーの撤退

の動きも見られるということを記載しております。 

  あと、ロシアによるウクライナ侵略で、その原子力施設のテロ若しくは軍事的脅威に対す

る安全確保というものは、世界的に脅かされているという点。 

  あと、原子力利用というと、エネルギーだけではない。それ以外、非エネルギー分野での

工業利用、メディカル、医療の分野での利用、農業、そういった分野で放射線の利用は、エ

ネルギー分野に匹敵するほどの活用が進んでいるという点、これについて記載しております。 

  最後、その他ということですけれども、デジタル化の普及、それに伴ってサイバー攻撃リ

スクも高まっていると、こういう流れがあります。 

  あと、経済安全保障、これは佐野委員からの御指摘だったと思いますけれども、これにつ

いても記載をさせていただいております。環境変化の別途の参考資料の方にも１枚付けてお

りますので、後ほど御覧ください。 

  あと、ジェンダーバランス等、多様性の確保、これは昔から言われておりますけれども、

その重要性は年々高まっているという認識でございます。 

  続いて、次のページを御覧ください。 

  ２番、原子力利用の重点的取組ということで、今から先は九つの分野というか、重点的取

組に分けて簡単に説明をさせていただきます。 

  まず、福島原発事故の反省と教訓を真摯に学ぶということで、これは全体的に書き方とし

て、前回５年前に策定をした基本的考え方で既に述べていることは青色、今回新しく、若し

くは修正をするところについては黄色ということで、一応区別をして書いております。 

  この福島原発の反省と教訓のところについては、基本的には５年前の基本的考え方の記載

ぶりと大きくは変わっていないということで青にしておりますけれども、深層防護の考え方

の点と、万が一そういったものが起きるリスクはゼロになりませんので、万が一そういった

シビアアクシデントが起きた場合でもきちんと対応するようなアクシデントマネジメント、

その実効性を担保するということが大事というふうに書いております。 

  繰り返しですけれども、全て、原子力に限らず、ゼロリスクというのはあり得ないという

認識の下で、継続的に安全性向上の取組が必要だと。それにも資する一つの手法として、確

率論的リスク評価の活用を深化させるということを書いております。 

  続いて、防災の観点でも、避難計画の策定、避難経路の確保、自治体との連携、そういっ

たことを書かせていただいております。 
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  続いて、２．２、エネルギー安定供給、カーボンニュートラルに資する安全な原子力利用

ということで、黄色のところを中心に説明させていただきますけれども、競争力の維持、国

民負担の抑制を図りつつ、２０５０年のカーボンニュートラルの実現のために、あらゆる選

択肢─それは原子力もその選択肢に入るということですけれども─を追求することが必

要というふうに明記した上で、各論点について記載をしております。 

  再稼働でございますけれども、当然、安全の確保が大前提ということで、再稼働及び長期

にわたる安定的な利用に取り組んでいくべきだという点。 

  あと、安全性の審査です。効率的な確認ということで、規制庁もこの９月に改善策を自ら

取り決めておりますけれども、規制当局と発電事業者の間のコミュニケーションの強化、審

査論点の明確化、安全審査の効率化も大事であって、双方が必要な対策を継続すべきという

ふうに書かせていただいております。 

  長期運転、ＧＸでも話題になっておりますけれども、長期運転については、この原子力委

員会として、安定供給、カーボンニュートラルの実現の観点からも長期運転を進めることは

合理的であるということで、ただ、経年劣化はどうしてもしてしまいますので、圧力容器の

中性子照射の脆化などに対する知見を深めて、規制当局、エネルギーの利用、両面から必要

な制度設計を行うべきというふうにまとめております。 

  次世代革新炉についてですけれども、世界市場の展開を見据え、次世代革新炉の国際的な

開発・建設の動きに我が国も戦略的に関与を深めていくことが大事と。我が国で今後導入を

進めていく場合には、当然いろんな課題がありますので、早い段階での次世代炉に特化した

規制の整備、あと開発からバックエンドを含めた革新炉特有の課題、例えば廃棄物の問題と

か特有の問題もありますので、そういったものの対応、あと、今後カーボンニュートラルを

見据えるときに、原子力発電所だけで賄えるわけではないですので、再生可能エネルギー、

特に出力が変動する再生可能エネルギーとの共存、そういった方策は考えるべきというふう

にまとめております。 

  核燃料サイクルについては、これまでも問題提起されている課題、使用済みのＭＯＸ燃料

の再処理技術の実現化、あと先ほども申し上げたように、革新炉は革新炉特有のバックエン

ドの問題とかもありますので、そういった場合の対応を含めて、核燃料サイクルとして安定

的な運用ができるような取組を進めていくべきというふうにまとめております。 

  続いて、３ページを御覧ください。 

  国際潮流を踏まえた国内外での取組ということで、グローバル・スタンダードへのフォロ



－5－ 

ーアップ及び適用ということを青色のところに書いておりますけれども、安全基準とかそう

いった基準・規格についてですけれども、必ずしも我が国として受け身で国際的に決まった

ものをそのまま受け入れるというだけではなくて、例えば次世代の革新炉、そういったもの

については、我が国としてもグローバル・スタンダードを作っていくということに主体的に

関与するということを黄色のところに書かせていただいております。 

  ２．４、平和利用、核不拡散、核セキュリティということで、これは変わらない原則です

けれども、利用目的のないプルトニウムを持たないという原則は当然堅持するということを

明記した上で、新しい課題、例えばサイバーセキュリティ、これは前回の基本的考え方にも

記載はしておりますけれども、その脅威は増しているのではないかという認識の下、官民連

携の対応が必要だという点。 

  あと、テロ、軍事的脅威というのに原子力施設はさらされますので、しっかりとこういう

認識を持って、関係省庁、関係機関が連携をするという点と、現時点での問題であるウクラ

イナ、ＩＡＥＡが安全確保のために奔走されておりますけれども、我が国としてもこれに協

力をしていくということは書かせていただいております。 

  ２．５、原子力利用の大前提となる国民からの信頼回復ですけれども、信頼回復について

は大前提ということで、当然、原子力関係者、トラブル、ルール違反、不都合な情報の隠蔽、

そういったことは決してやってはならないということをまず明記した上で、なかなか、専門

的な分野でもありますので、橋渡し人材、後ほどコミュニケーターということで出てきます

けれども、専門的知見を国民に橋渡しする人材の育成も重要ではないかということを書かせ

ていただいております。 

  また、次のページをおめくりください。４ページ目です。 

  ２．６は、廃止措置及び放射性廃棄物です。低レベル放射性廃棄物、高レベル放射性廃棄

物、両方出ますけれども、５年前の基本的考え方同様、着実に進めていくという点を明記し

た上で、黄色の部分ですけれども、先ほどちょっと触れましたＥＵタクソノミーでも、原子

力がサステーナブルな活動に含まれるという、それを認める条件として、放射性廃棄物の処

理・処分、具体的な対応が必須というふうにされております。こういった動きも見据えなが

ら、我が国としてもやはり原子力エネルギー利用を進めていく上では、廃棄物の見通しを明

確に持っていることが大事だということを明記した上で、次の点を書いております。 

  まず、廃止措置ですけれども、全国の多くの原子力発電所が廃止措置を今後進めていく、

２０２０年代中盤・後半からこの動きが本格化するということで、必要な資金の確保も含め
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まして、しっかりとした新たな体制の整備の下、この廃止措置を着実にやっていくことが大

事だということを書いております。経産省の原子力小委員会の方でも具体的な検討を進めて

いるというふうに認識をしております。 

  あと、この廃止処分若しくは廃棄物処理については、例えば医療用の放射性廃棄物若しく

はそれ以外の放射性廃棄物の多くが処分方法・処分場がなかなか決まっていないということ

で、国も前面に出つつ、環境整備を進めていくということを明記しております。 

  特に高レベル放射性廃棄物の最終処分についてですけれども、今、北海道の町村で調査を

やっておりますけれども、やはりこれは全国的に調査を進めていくべきだということを書い

ております。 

  続いて、２．７です。 

  ＲＩ、放射性同位元素の利用ですけれども、ここでは原子力のエネルギー利用以外の分野

での利用が中心になろうかと思います。この原子力委員会でも今年の５月に医療用等ラジオ

アイソトープ製造・利用推進アクションプランというのをまとめておりますけれども、これ

を省庁連携の下、着実に取り組むということをまず書かせていただいた上で、先ほど御説明

いたしました医療用放射性廃棄物の処理・処分については、まだ必要な関係法令とか処分場、

そういったものが決まっておりませんので、しっかり取り組むということを記載しておりま

す。 

  最後、５ページ目になります。 

  原子力利用に係るイノベーションと人材育成ということで、ちょっとここは重要な問題が

重なる部分がありますけれども、ここであえて分けて書いておりますけれども、研究開発機

関の役割ということで、ＪＡＥＡほか、研究開発機関は、当然自らが研究するということも

大事なのですけれども、実用化も見据えて、民間企業の活力が発揮されるような役割を担う

ということが大事だということを明記しております。 

  あと、エネルギー分野では次世代革新炉、非エネルギー分野でも様々な原子力イノベーシ

ョンに向けた動きが世界的に見られるところですけれども、これについても国がしっかり支

援をしていくということを書いております。基礎・基盤研究を重視と。ただ、将来的な事業

化を見据えつつ、様々な技術、それぞれ課題があろうかと思います。課題も含めて、個々の

技術はやはり継続的・客観的に比較・評価をし続ける必要があるということ、あと、利用段

階から廃棄物の処分、そういったサイクル全体を見ながら、事業として回るのかどうかとい

うことを見据えた研究開発が必要だということをここに書いております。 
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  サプライチェーン・技術基盤の維持・多様化、ここは特に人材育成と絡むところだと思い

ますけれども、デジタル技術の活用、業界横断的な人材育成システムの構築で、サプライチ

ェーン・技術の基盤を強化するという点、その際には原子力分野だけではなく、非原子力産

業も参入できるように環境を整えることが大事だということを書いております。 

  最後、人材育成ですけれども、コミュニケーター人材の育成ということで、先ほども説明

いたしましたけれども、専門家と国民の間の橋渡し人材、コミュニケーター人材が重要では

ないかという点。 

  あと、若手・女性、文系等を含めた人材の多様性・確保、この点については何度も何度も

言われておりますけれども、やはり引き続き訴えていきながら、実効性を高めていくという

ことが大事かなというふうに考えているところです。 

  これまでの議論で事務局ではこういうふうに整理させていただきました。まだまだいろん

な重要な問題とかもあろうかと思いますので、大局的な観点及び細かいところも含めまして、

委員や参与の間で議論を頂ければと思っております。よろしくお願いいたします。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  それでは、議論を行いたいと存じます。 

  それでは、佐野委員からよろしくお願いいたします。 

（佐野委員）御説明ありがとうございました。 

  全般的には大変よくまとまってきていると考えます。ですからこれを基に、書き込んでい

くのだろうと思います。今回九つの章立てになるわけですが、何が主要なメッセージなの

かという観点から見ますと、総合的に様々な問題点について指摘していて、それはそれで

結構なのですが、逆にそれが総花的にならないようにする工夫が必要かなと考えます。つ

まり、めりはりをつくることです。 

  私が特に主要なメッセージと思うものを幾つか指摘してみますと、一つは、次世代革新炉

の開発・建設、それから５ページ目に次世代革新炉のイノベーションが出てきますが、こ

れが一つポイントになり、ハイライトされていいと思います。 

  それから、二つ目は、ウクライナ侵攻を機とするエネルギー安全保障、について、官民を

挙げてどのように対応していくかという、その辺りがポイントになると思います。 

  それから、三つ目に、別途章立てする人材育成です。これも一つのメイン・メッセージに

なると思います。 

  それから、四つ目に、原子力エネルギー以外の原子力の利用ということで、これはアクシ
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ョンプランを作ったわけですけれども、医療関係の応用等々、非常に将来性のある分野な

ので、これも一つの主要メッセージになると考えます。 

  その四つぐらいかなと感じております。 

  それで、これから書き込んでいく際にこういうことを入れてほしいという点を幾つか指摘

します。まず、福島から１０年以上たっていて、復興に相当力入れてきて、それなりの成

果も上がっているわけですが、今後、「復興」から「復興プラス再生」といいますか、例

えばイノベーション・コースト構想であるとか国際Ｒ＆Ｅ機構とかの新しい動きも書き込

んでいただきたいと思います。 

  それから、２番目に「国民生活や経済活動を支えるエネルギー安定供給・安全保障を巡る

状況」のところですが、これだけ長期に亘り成長しない日本経済を力強く支えていくとい

う意味で、経済成長を下支えする原子力エネルギー、安価で安定的な原子力エネルギーの

言及もお願いしたいと考えます。 

  それから、３番目に、「原子力利用を取り巻く環境」の中で、テロと軍事的脅威が書いて

ありますが、テロというのは平時における非国家主体によるテロを想定しているわけで、

軍事は戦時で、戦時国際法が適用されていくので、この辺りを混乱しないような書き方が

必要だと考えます。 

  それから、最後に「その他社会全般の変化」ということで、経済安全保障について書いて

いますが、この知財とリスク管理というのは一つで、むしろサプライチェーンの問題につ

いても言及していただきたいと思います。 

  それから、最後に、２ページ目の黄色い枠の中の「次世代革新炉の開発・建設」、これを

読んでいきますと、１行目の最後に「戦略的に関与を深めていく」という言葉があって、

これはどういう意味か。やっぱり今後、次世代革新炉を研究開発していく段階で、アメリ

カ、フランス、イギリスなどの原子力先進国との協力が重要だと思います。ですから、私

の提案は、「米仏等原子力先進国との協力を踏まえて、次世代革新炉の国際的な開発・建

設の動きに戦略的に関与を深めていく」とすれば「戦略的に」という意味がかなり理解さ

れるのではないかと考えます。 

  取りあえず以上です。 

（梅北参事官）ありがとうございます。今の御指摘の点を踏まえまして、改めてまた検討させ

ていただきます。 

  事務局としましては、こういう概略的なものを取りまとめて、先生の御意見を集約させて
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いただきつつ、年末までにはこの基本的考え方の本文含めて、一応まとめることが目標に

なっておりますので、本文を含めて検討させていただきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

（上坂委員長）それでは、岡田委員、お願いいたします。 

（岡田委員）ありがとうございました。 

  全体的によく全てを網羅していると思っているのですが、例えば組織文化もそうですけれ

ども、原子力の中に内在したものというのは、国民もこの福島の事故でよく分かってきて

いると思います。私は１ページ、３ページ、５ページにも書いてあります橋渡しの人材と

いうコミュニケーター人材の育成というところが非常に大事になるだろうと思います。今

までも国民の中にはこういうコミュニケーターとして活躍している団体がたくさんあると

思います。そのような人たちの活力にもなりますので、やはり専門家と国民の間の橋渡し

というのを重要に考えていただければと思っております。 

  それから、５ページの「若手・女性、文系等を含めた人材の多様性確保／次世代教育」と

いうところですが、ここのところは、今、原子力分野もそうですけれども、工学系全体も

同じで、女性がやっぱり少ないのです。特にＳＴＥＭと言われる工学系とか理系分野の女

性が少ないというところも含めて、女性が働きやすい環境を作るというのは大事な視点だ

と思っております。組織文化や慣習を良い方向に変えるためにも、多様な人材が能力を発

揮しやすい環境を作っていかなければいけないと私は思っております。是非こういう視点

も盛り込んでいただきたいと思います。 

  それから、次の「初等中等教育段階に対する原子力・放射線等教育の一層の充実」という

ところですけれども、これもコミュニケーターにも関係するのですが、いろいろなコンテ

ンツは確かにいろいろなところにあるのですが、そのコンテンツを使っていく人も必要な

のでコミュニケーターも必要で、そして、原子力教育の場でも使っていってもらいたいと

思っております。 

  高レベル廃棄物の今後の処分の問題や、低レベルも入りますけれども、いろいろな場で知

識として初等中等教育から示していくことが大事だと思います。これからどんどんそうい

う知識を必要とする場が増えてくると思いますので、是非織り込んで書いていただければ

と思っております。 

  以上です。 

（梅北参事官）先生、ありがとうございます。 
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  これまでも何度か岡田先生から御意見いただいたところを、すみません、事務局としては

理解させていただいたつもりで記載させていただいておりますけれども、ちょっと引き続

き御指導いただきながら、こういった概要若しくは本文を含めて、しっかりと重要なとこ

ろを明示的に記載できるようにさせていただきたいというふうに考えています。 

（岡田委員）ありがとうございました。 

（上坂委員長）それでは、参与の方々からも専門的な観点から御意見を頂ければと存じます。 

  それでは、青砥参与、よろしくお願いいたします。 

（青砥参与）ありがとうございます。 

  まず、佐野委員も言われましたように、この短期間で非常によくまとめられたと思います

が、気付きとしての幾つかの点をお話しさせていただきたいと思います。 

  佐野委員が最初にお話しになりましたように、ここまでの議論の中で様々重要なこと、こ

の５年間の環境の変化を踏まえて改定された重要なポイントといったものは、やはりハイ

ライトされるべきじゃないか。いずれも重要としても、やはりそこには原子力委員会とし

て、並行して進められている議論の中身も勘案した上で、特に指摘しておく、あるいはポ

イントとしておくべきことを強調すべきだと思います。 

  まずタームとして何度も出てくる次世代革新炉という記載については、もう少し考え方を

示すべきだろうと思います。これについては少し後でお話しします。 

  二つ目は、やはりこの春に原子力委員会としてアクションプランを出されたＲＩ、その原

子力利用の裾野の広がりについてどうするのかといった指摘は、重要かと思います。 

  三つ目は、今、岡田委員からもありましたように、数回前の議論の中で佐野委員からの発

言もあって、わざわざ項目を分離して新たに起こした人材育成といったところについては、

もっと強調されるべきだと思います。 

  その中でも気になるのが、最初に申し上げた次世代革新炉という表記です。それも一くく

りで様々な議論が展開されているところにあります。単純に次世代という形容詞一つ取っ

ても、例えば次世代軽水炉といった場合、既存の軽水炉の置き換わりというか、リプレー

スされるべき炉としての意味合いが強いのですが、そのほか、例えば高速炉等では、これ

は第４世代と言われるように、今までの技術レベルの次の世代レベルという意味で使われ

ていますので、必ずしも既設軽水炉に置き換わるというような意味合いでの次世代ではあ

りません。にも拘らず、次世代革新炉という一くくりの中に、次世代軽水炉も高速炉も、

高温ガス炉、ＳＭＲといったもの全てを含めて、それに対する記載がその中央値を取った
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ような記述になると、やはり様々な議論の中で誤解を生む懸念があると思います。 

  ２回ほど前にお話しさせていただいたように、これらの開発には相対的な時間差もあれば、

時間軸も違う。革新炉の中ではターゲットとする、その導入の目的すらも違うものがある

し、皆さん御存じのとおり、それを支える技術成熟度もそれぞれ違う。だから、ここでの

議論だけではなくて、様々な関連会議、打合せ等でこうした表記が使われて、一くくりに

議論されていることには大きな懸念があります。原子力委員会としてその懸念、あるいは

そうした議論の中に、もう少し丁寧さが必要だという指摘をする上でも、直接的ではない

ですが、そうした意味合いを踏まえた表現ぶりを入れるべきではないかと思います。 

  ＲＩにつきましては、先ほど申し上げましたように、今回、原子力委員会としてアクショ

ンプランを出されていますし、後ほど畑澤先生からお話があると思いますので、発言は控

えたいと思います。人材育成についての懸念はここに書いてあるとおりですが、これも数

回前の話として、委員長だったと思いますが、アカデミアの環境についての改善について、

もちろん報告書本文では仔細に書かれるのでしょうが、この資料がエグゼクティブサマリ

ーとしての位置付けを持つのであれば、その記述は重要だと思っています。 

  それは何かというと、最近、希少になってきている試験研究炉、そういうアカデミアをサ

ポートする施設について、充実とまで言いませんが、新たな建設というか整備といったも

のについての言及はあっていいのではないか。特に人材育成という観点で項目を起こした

のですから、是非その辺りについてのエグゼクティブサマリーへの言及はお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

（梅北参事官）青砥先生、ありがとうございます。 

  最後の点は、すみません、我々の書き方がちょっとまずかったかなと思っておりますけれ

ども、一応我々の事務局側の心としては、人材育成、ちょっとイノベーションと重なる部

分はあるのですけれども、イノベーションの青の欄に、新規設置も含めて、ニーズに対応

した基盤的施設・設備の構築・運営を図っていくべきという点に含めたつもりではあった

のですけれども、人材育成の観点でもう少しプレーアップできるように検討させていただ

きたいと思います。 

  あと、次世代革新炉についてそれぞれ一まとめにするというよりは、いろんな炉型もある

ということで、革新軽水炉もあればジェネレーション４の高速炉もあるし、それ以外、高

温ガス炉もＳＭＲも、ＳＭＲというか、小型の軽水炉もいろいろあるとは思いますので、
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それぞれ特徴があると。前回のこの場でも事務局から説明させていただいたように、例え

ば廃棄物の問題を取ってみても、軽水炉、小型も含めて、既存のものとそれほど変わりま

せんけれども、それ以外の炉型だとまた出てくる廃棄物もちょっと違うということもあっ

たりしますので、先生の御指摘を踏まえて、しっかり、一くくりにするのではなく、それ

ぞれの炉型の特徴を踏まえるような記載、それを認識せざるを得ないような記載、そうい

ったものを工夫していきたいと思います。 

（青砥参与）ありがとうございます。 

（上坂委員長）それでは、畑澤参与、よろしくお願いいたします。 

（畑澤参与）ありがとうございます。 

  これまでの議論を踏まえて、大変うまくまとめていただきまして、ありがとうございまし

た。 

  私の方は、まず非エネルギーの分野の原子力利用ということで気付いたことをお話しさせ

ていただきます。 

  今回の基本的な考え方の改定の中で、最初の環境の変化ということで、様々な国際的なサ

プライチェーンや情勢の変化で、改定が必要になったところが多々あるように思います。

それが一つの大きな今回の改定の目玉ではないかと思っています。 

  その中で、放射線・放射性同位元素の利用の展開ということで、最初の項目、重要ラジオ

アイソトープ（ＲＩ）の国内製造・安定供給ということが掲げられておりますが、これも

元をただせば、国際情勢の変化、グローバルなサプライチェーンの障害が基本になってい

るわけです。そのことはアクションプランの中には記載されているわけですけれども、全

体の「原子力利用に関する基本的考え方」の中の２．７の項目も、そういう国際的な情勢

の変化がベースにあるということは認識した方がいいと思います。 

  医療用ＲＩ、ラジオアイソトープの製造・利用推進アクションプランということのベース

には、経済安全保障とは別に、医療の安全保障という意味合いが非常に大きいように思い

ますので、そういうふうな観点から見ていただければと思います。実際には国内で医療用

のラジオアイソトープの供給が途絶えている、若しくは利用できないという状況の中で、

数百人にわたる患者さんが海外に治療を受けに出かけなくてはいけない状況になっている

わけで、これはやはり大きな意味でいえば安全保障、医療の安全保障という観点からの認

識が必要というふうに思っています。 

  それから、その下にあります放射性廃棄物の処理・処分ということで、これも同じぐらい
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重要なことであります。現在、処理・処分は行われておりますけれども、最終の処分をど

うするかということはまだ決まっていないわけでありまして、これも併せて早急に対応し

ていく必要があると思っております。恐らく、規定の整備と書き込まれておりますけれど

も、規定の整備と何らかの社会とのコンセンサスが必要なマターではないかなと思ってお

ります。 

  ２．５に当たります「原子力利用の大前提となる国民からの信頼回復を目指す」という項

目の最初のところ、信頼回復の前提ということで、ここに書き込まれております。信頼回

復といった場合は、原子力分野の様々なことに対する信頼回復ということだと思いますけ

れども、この回復をする一つの手法として、橋渡し人材の育成、国民の理解を深めていた

だくという手法と同時に、原子力分野以外の他分野のリスクマネジメントはどのようにな

っているのかということを取り入れて、生かせるものは生かしていくという必要があると

思います。 

  他分野のリスクマネジメントというと、私が長年身を置いておりました医療の分野では、

リスクマネジメントはここ２０年間に進歩をいたしました。これは中で働く人にとっては

大きな痛みを伴うことだったわけですけれども、ここに書いてあります不都合な情報も隠

蔽しない情報の透明化ということが大分進みました。他分野・他業種・異文化のところと

の交流を参考にして、どういうふうなことが行われているかを見るのも、いいのではない

かなと思います。そういう観点が必要だというふうに思っております。 

  それから、あと最後の１点ですけれども、２．９の原子力利用の基盤となる人材育成の強

化のところで、若手・女性、文系というふうにあります。この最初にあらゆる世代という

ふうに書いてありますけれども、あらゆる世代というと、例えば非常に経験豊富な高齢の

方であるとか、そういうことも含むと考えていいのでしょうか、それともそこまでは考え

ていないということでしょうか。そこが一つだけ気になりました。 

  以上です。 

（梅北参事官）すみません。ありがとうございました。 

  最後の点は、もちろんこれはあらゆる世代ということで、特に御年配の方こそ、原子力が

今よりも稼働数が多く、活発に行われていた時代の技術若しくはノウハウというものを持

っている世代だというふうに我々としても認識しておりますので、その技術、ノウハウ、

知見、そういったものを若手に継承していくということは非常に大事だと。当然、各原子

力機関ごとにそういった取組はなされているとは思いますけれども、日本全体の人材を確
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保するという意味において、よりそれを強調して、全機関がやっていかなくてはいけない

ということかという認識でございます。 

  あと、ＲＩについても了解いたしました。もう少し記載、プレーアップできるような記載

を工夫したいと思います。 

  そのほか、信頼性のところでおっしゃっていただいた、他分野のリスクマネジメントを参

考にしていく、例として医療分野挙げていただきましたけれども、ありがとうございます。

医療分野もそうだし、原子力以外の各プラント、他の産業のプラント管理、いろんなもの

は当然参考になるし、今でもやられている部分はあるとは思いますけれども、やはり業界

の中の常識、他分野の常識というのが融合できていない部分、当然あるかと思いますので、

ちょっとそこは具体的な取組につながるように盛り込んでいきたいなというふうに今思い

ました。 

  ありがとうございました。 

（畑澤参与）以上です。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  それでは、上坂から幾つかコメントをさせていただきます。 

  まず、この本文です。ここまでの議論の整理です。今後の本文の作成に当たりまして、冒

頭、我が国の原子力政策におけるこの原子力委員会の役割、また、今作成中の「原子力利

用の基本的考え方」の意義を明確にする必要があると。つまり、広範な原子力の説明。発

電応用では安全規制と利用のバランスがあります。また、非発電応用、つまり放射線利用、

それから研究開発、次世代育成、国際関係、社会コミュニケーション等。このように広範

な原子力について、俯瞰的に、中立的に我が政府に助言を行っていくと。そういうことが

明確になるような文章なりコンテンツをまずは載せるべきかと。それで、「エネルギー基

本計画」の趣旨と目的の違いが非常に明確になると。そういうことを冒頭しっかりと明記

してはどうかと。そう考えるわけでありますが、委員、参与の方々、御意見いかがでござ

いましょうか。これらに関し、いろいろなところで質問が出ます。そういうことを明確に

分かりやすくまず書いてみてはどうかと、そういうふうに考えております。 

  また、これに関連して、委員、また参与の方々から御指摘のある４ページの２．７の医療

用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプランです。この策定が関連府省庁、

具体的には内閣府、厚労省、文科省、経産省、原子力規制庁、それから外務省等、多くの

関連府省庁の参画を得まして、俯瞰的なアクションプラン作成に至ったと。これを５月に
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公開し、６月の骨太の方針等の政府の方針に言及されたと。それを受けて、文科省の概算

要求の原子力分野の２項目にこのラジオアイソトープの製造・利用、そのための人材育成

が入ったということでは、俯瞰的視点の非常にいい例だと思います。このように、俯瞰的

に大所高所で議論して、まとめて、政府にも助言していくと。そして、実際の政策に反映

すると。こういうことが我々の使命であるというのを明確にすべきではないかと考えます。 

  それから、２ページの福島のところの２．１です。福島からの教訓で、ここに３番目のと

ころで、ゼロリスクはないという認識です。そのために、継続的に安全性向上のための対

策が必要であると。それで、シビアアクシデントなど、この前、民間事故調の報告にあり

ましたが、最悪の事態への備えについて、政府、自治体、事業者の円滑な協力体制の構築、

指揮命令系統の確認等、こういうしっかりとした準備が必要であると。そういうことも事

故調のフォローアップから指摘があったことでありますので、ここを十分、フォローすべ

きかと思います。 

  それから、２ページの２．２です。２．２の重要な赤い項目の３番目の「原発の長期運

転」、これは今、一番の新聞紙上等の重要なテーマであります。これの原子炉の特徴的な

ところは、ここにもあります圧力容器の中性子照射脆化などの経年劣化に対する知見を深

めるということです。これを国民の方々へ分かりやすく説明する義務が我々にあるという

ふうに考えます。 

  例えば、細かい話で恐縮です。長期運転というのであれば、横軸に運転年数とか、あるい

はそこでの積算の中性子の照射量、縦軸に例えば定期検査で必ず監視試験片から得られる

脆化の値である破壊靱性値、材料強度パラメータ、それらを毎年プロットしていくと。そ

れも非常に厚い圧力容器ですから、表面と内部の値をプロットする。それも一つの原子炉

のみじゃなくて、世界で今運転期間が長くなっている原子炉も含める。それも監視試験片

はあって、定期的にその関連のデータ取っているわけです。それらを重ね描きしていくと、

きっと同じようなラインのところに大体誤差の範囲で落ち着くのではないかと、私は技術

者として、理解しています。そういうようなデータあるいは図表があると、健全性を見る

上で非常に分かりやすいのではないか。 

  ここまでも十分な検討はされていて、ＡＴＥＮＡからも説明を受けましたし、それから電

中研からも説明を受けているのですけれども。是非分かりやすく社会に対して説明する工

夫をしていった方が、とても重要な課題なので、いいかと思っております。 

  それから、同じ２．２のその下の「次世代革新炉の開発・建設」。これはもう佐野委員や
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青砥参与から再三的確な指摘があったとおりであります。私も一緒くたに次世代革新炉と

してまとめてしまうのはちょっと曖昧かなと思います。繰り返しになりますけれども、次

世代軽水炉であれば１００万キロワット以上で、それから発電用小型炉、ＳＭＲであれば

３０万キロワット以下ぐらい。それから、青砥参与がおっしゃったようなＪＡＥＡがやっ

ている多目的の小型の高温ガス炉、高速炉ですね。これらは熱利用や水素製造やＲＩ製造

や放射性廃棄物の減容という、多目的になっています。これはたまたま今、三つの例を挙

げたのですが、これはもちろんエネルギー応用の分野にも書いてありますけれども、非エ

ネルギー応用の目的もあると思います。また開発と実用化のタイムスケールも、青砥参与

がおっしゃっていたけれども、これらは違うと思うのですよね。これらを一緒くたにして

しまうととても誤解が出てきやすいと思います。これらの次世代革新炉はその開発の役割、

それからスピード感、基盤強化重視等の使い分けが明確になるといいかと思います。これ

らの特徴、課題を加味した対応が必要になってくると思います。 

  また、これは３ページの２．３です。グローバル・スタンダード、これも非常に重要で、

青砥参与から革新炉のお話がありました。具体例として、これに関しても日本がここまで

やってきたことで実績のあることを書いていってもいいかと思います。例えば今、ＩＡＥ

ＡやＯＥＣＤ／ＮＥＡや第４世代原子力フォーラム、ＧＩＦにおいて、革新炉の設計と安

全の国際標準の策定の議論がされております。ここに日本からＪＡＥＡや企業の方々が加

わって非常に重要な議論をされていると。正にグローバル・スタンダードを、もう与えら

れるものでなくて、自分たちの実績で、貢献で作っていくのだと。一緒に作っていくのだ

と、こういう姿勢が正に今見えていますよね。私も来週、このＩＡＥＡの革新炉の設計、

安全標準の国際会議に出席して講演してきますので、そのフレームをしっかりと世界の

方々と私も議論していきたいと思います。 

  また、今のことに関連して人材育成にも絡めて、５ページの２．９でしょうか。人材育成

についての日本発世界標準につき、例えば、この定例会議でも、東大の出町先生から御報

告がありましたが、Ｊａｐａｎ－ＩＡＥＡ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇ

ｅｍｅｎｔ Ｓｃｈｏｏｌというのが現在、世界で実施されています。これはＩＡＥＡが

やっている人材育成の中で一番規模、それから期間、実績の高いもので、ＩＡＥＡもその

ような認識です。このＩＡＥＡのＮｕｃｌｅａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 

Ｓｃｈｏｏｌシリーズは、世界で、ヨーロッパでやっているシリーズと、それからロシア

でやっているシリーズと、アメリカでやっているシリーズと、中国でやっているシリーズ
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と、アフリカでやっているシリーズがあるのです。あとは、もちろん日本です。この中で、

日本が今年で１０回目でした。その内容の充実や参加者の多さ、それから回数含め、総合

的にＩＡＥＡが非常に高い評価を示してくれています。ここは人材育成ですけれども、Ｉ

ＡＥＡ活動の中で日本が非常にリーダーシップを発揮していると。これは正に日本の原子

力人材育成ネットワークとそれからＩＡＥＡとがうまく連携しているのです。これも非常

にいい例だと思います。こういういい例を是非、添付資料でもいいかもしれませんが、書

き込んでいただけると、よろしいかと思います。 

  それから、４ページの廃棄物のところです。２．６の一つ目の項目の低レベル放射性廃棄

物です。これにつき、ここにあります「低レベル放射性廃棄物に関する処理・処分に向け

た考え方（見解）」を昨年１２月に発出いたしました。それで、そのときは医療用放射性

廃棄物の処理・処分が入っていなかったのですよね。今回は入れるということで、その基

本的考え方と、プラス今回の基本的考え方の中で、医療用が加わって、一応これで全て日

本の低レベルの放射性廃棄物の処理・処分の考え方が完結すると、そういう位置付けなの

です。そういうように昨年１２月に言いましたので、改めてこれをリマインドして、その

ことを明記していただきたいと思います。高レベル廃棄物も当然重要ですけれども、低レ

ベル廃棄物も非常に重要です。今後、是非、ここに処分を推進とありますので、ここを原

子力委員会としてもしっかり役目を果たしていくべきだと思っております。 

  それから、国際関係において、これは３ページの２．４の赤の三つ目の項目の「テロや軍

事的脅威に対する課題への対応」ということです。現在問題となっているウクライナの原

子力発電所。これに今、ＩＡＥＡが、グロッシー事務局長が２回目、ザポリージャ原発を

訪ねていらっしゃるという、大変な御尽力をされていると。我が国もＩＡＥＡの安全確保

の取組に協力していくことがとても重要です。そこも、これ１２月頃に発出し、事態はい

ろいろ変わると思いますが、書ける範囲で、我々としてはＩＡＥＡにしっかりと協力して

いくという旨は書くことが重要かと思っております。 

  取りあえず私からは以上のところといたしまして、いかがでしょうか。コメントの方を言

ったのですけれども。 

（梅北参事官）ありがとうございます。 

  今、先生に御指摘を頂いた点、幾つかの点はこの事務局の整理の中から少し漏れていたと

ころもあろうかと思いますので、改めて御指摘の点は盛り込みつつ、また本文の記載につ

いてもしっかりと整合性が取れるよう、若しくは明示できるようにしたいというふうに思
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っております。ありがとうございました。 

（上坂委員長）委員や参与の方々から追加でコメント、質問ありますか。 

（佐野委員）ありがとうございます。二つほどあります。 

  一つは、先ほど上坂委員長がおっしゃったこの基本的考え方の性格ですけれども、現行の

基本的考え方の「はじめに」に、経緯と基本的考え方の性格が書いてあります。福島原発

以降、原子力委員会の在り方について抜本的な見直しがなされたわけです。 

  キーワードだけちょっと拾ってみますと、「関係組織から中立性を確保しつつ、省庁を超

えた原子力政策の方針を示す」とか、「専門的知見や国際的教訓等を踏まえた独自の観点

から」とか「政府として今後の原子力政策についての長期的方向性を示唆する羅針盤」と

か「原子力政策を見回して、分野横断的な観点」とか「関連する政府機関がその責務を果

たす上でよりどころになるもの」とか「政府のエネ基、あるいは科学技術基本計画等を踏

まえて、原子力を取り巻く幅広い視点を取り入れて、今後の長期的な方向性を示唆するも

のである」とかが書いてあります。 

  確かにそういうことなんでしょう。しかし、少し一般から分かりにくいです。ですから、

ここをかみ砕いて説明していくこと、つまり、この原子力委員も、最終的には総理大臣任

命ですけれども、その前に国会の同意人事という形で国会の承認を得ます。国会というの

は国民ですから政府から任命されただけじゃなくて、国民の同意を得て任命されるという

プロセスが要る。そういう意味でも、独立性、中立性が任命プロセスに反映されているわ

けです。その辺りにも鑑みて、もう少し分かりやすく原子力委員会の性格、それからこの

基本的考え方の性格を詳細に書いたらどうかと思います。それが１点。 

  それから、先ほどの青砥参与の方からありましたが、エグゼクティブサマリーを書くとい

うのは良いアイデアで、今回の基本的考え方の各章のハイライトはこのようなものだとい

うのを若干書いていく手は一つあろうかと思います。 

（梅北参事官）ありがとうございます。 

  これまで議論を進めていく中で、佐野委員御指摘の、前回でいうと「はじめに」の部分、

これについても現時点での事務局の見直し案ということで、たしか初回、ヒアリングを進

めつつこの議論を開始したときの初回に少し示させていただいたと思いますけれども、そ

のときも御意見いただいておりますので、ちょっと今回示しているこれまでの議論の整理

に、例えばそれに一つ全体的な、これは委員長からの御意見もありましたので、全体的な

原子力委員会の精神というか考え方、そういったものを盛り込んだようなものを、別途検
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討してみたいというふうに思いますので、またこういう委員会の場でお示しして、御意見

頂ければというふうに思いました。ありがとうございました。 

（上坂委員長）岡田委員、どうぞ。 

（岡田委員）岡田です。 

  先ほどの委員長のお話の人材育成ネットワークの話から、私ももう少し踏み込んだ方がい

いかなと思ったのですけれども、人材育成ネットワークは若い人対象でしたよね、東大の

先生に女性の参加人数はどのぐらいと伺ったら、やっぱり少ないのですよね。昨年行った

ＯＥＣＤ／ＮＥＡでジェンダーバランスの調査は、まだ正式な結果は出ていませんけれど

も、世界で原子力分野の女性を増やす活動が活発化すると思うのです。 

  それで、この人材育成のところがちょっと弱いかなと思っていて、多様性の確保と書いて

ありますけれども、ここに女性の人材育成という項目を入れてもらえないかというのが私

の提案なのです。そうすると動きやすいというか、原子力分野のいろんな企業や研究所も

改善する方向に行く可能性があると思うのですが、いかがでしょうか。 

（梅北参事官）それについては、事務局というよりは、委員若しくは参与の間で議論すべき話

だとは思いますけれども。たしか１回、ここで佐野委員の御指摘だったと思いますけれど

も、アファーマティブ・アクションというような言葉の検討という話もあったと思います

が、そこについて、これはあらゆる人材を活用できる環境であって、何か特別なタイプの

人材を特化して、そこの特別なことをやるというのを書くのがいいのかどうかというのは、

ちょっと事務局としてはずっと悩んでいるところではあったので、そこを引き続き検討さ

せていただければなと思いました。 

（佐野委員）すみません、宜しいですか。 

（上坂委員長）どうぞ。 

（佐野委員）その点、アメリカやカナダでは女性の進出という言葉自体、異様に聞こえると思

います。女性の進出は当然で、今更言う必要はない訳です。例えば、原子力分野でも米国

ＮＲＣの委員長は女性だし、カナダのＮＲＣの委員長も女性です。アイダホにも女性の局

長さんもいるし、ＤＯＥの局長さんも女性だし、ＮＥＩのヘッドは女性ですね。だから、

原子力分野ではなくて、多分、社会の性質なのだろうと思うのですが、日本のような儒教

意識の強い国だとどうしても男性社会で、そういう国において特に女性の進出ということ

を強調する意義は大きいと思います。グロッシーなんかもマリ・キュリーの奨学金制度を

作って、それなりの成果を上げています。私は、岡田先生おっしゃったようにそこは強調
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しても強調し過ぎることはないのではないかと考えます。 

（梅北参事官）ありがとうございます。 

  今も女性ということを芽出しにして、強調しているつもりではあったのですが、ちょっと

そこは引き続き実効的になれるような記載を工夫したいと思います。 

（上坂委員長）ほかに。青砥参与。 

（青砥参与）すみません、一つだけ質問させていただいてよろしいでしょうか。 

  佐野委員が重要なポイントと言われた、エネルギー安全保障という表記ですが、これは１

ポツのところにはありますが、改めて眺めてみると、２ポツにはどこにもそういうワード

はないのですが、これは何らかの意図というか、考え方があってのことでしょうか。これ

はかなり時間を取って議論をした気がするのですが、エネルギー安全保障という言葉がか

なり重要なポイントであったと思いますので、是非対応する側の２ポツの方にも同様な表

記を入れていただきたいと思います。 

（梅北参事官）ありがとうございます。 

  意図的に取ったとか入れてとかいうつもりは、すみません、事務局としてはなかったです。

要するに、エネルギーを国民一人一人若しくは産業界が使えるようにするということで、

ちょっと場合によっては、そういうことを強調する意味で安定供給という言葉を使わせて

いただいたり、もし国という全体を捉えたときには安全保障という言葉を使ったりという、

それぐらいの使い分けぐらいの認識ではあったのですが、バランスの取れた表記ができる

ようにしたいと思います。 

（青砥参与）よろしくお願いします。 

（上坂委員長）ほかに委員、参与の方、ないでしょうか。 

  では、私から１点、最後ですが、５ページの２．９の３個目の項目の人材育成です。組織、

専門分野の枠を超えた異分野・異文化の多種多様な人材交流・連携が必要と。一方、また

その下の黄色い枠の中のところには、今、岡田委員が御指摘の若手・女性、あと文系等を

含めた人材の多様性確保／次世代教育があります。この「原子力利用に関する基本的考え

方」の改定に向けて、１月初めから総勢６０名程度の各分野の専門家の方々からお話を伺

った。その中で、哲学者の一ノ瀬先生がいらっしゃって、それから社会心理学者は開沼先

生以下数名いて、社会学の女性の方々もいらっしゃって、倫理の分野の方々もいらっしゃ

ったと思うのです。これが、正にここでうたわれているように重要です。今こういう文理

融合というのはどこの分野も、理工科系と人文系の交流といいますか、融合分野が今、世
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界の大学等で進んでいる。そしてまた、こういうところをどんどん強化していくと。そこ

では若手と女性の活躍の場も増えていくのではないかと。国際機関とか他国はそういう対

応をしている。現に前より、ダイバーシティが進んでいると、これは理解しております。

どういう分野の名前がいいのか分かりませんが、私が大学にいた頃は、原子力社会学とい

う講座を専攻で作って運営しておりました。そういう活動がとても重要であると思います。 

  私が冒頭申し上げた広範な原子力の中の最後の社会コミュニケーションですね。そういう

ところの分野に関し、去年の６月か７月に、日本原子力学会が原子力における人文社会学研

究のウェビナーをやっていました。それで、たしか文科省だったと思うのですが、ファンド

を取って、二、三十名の人文学者の方が、政治、経済、哲学、倫理、社会心理学の方々が分

担して研究した。その成果報告会があって、最後、先生方が感想を述べられたのです。その

先生方も口そろえて、非常に勉強になったとおっしゃっていた。あれぐらいの方々が勉強に

なったとおっしゃってくれる。このページの一番下のコミュニケーターの人材育成のところ

にある、専門家と国民の間の橋渡しをするコミュニケーター。非常に新たな分野の専門家の

方々が原子力を理解してくだされば、また新しいコミュニケーターの育成にプラスかなと思

うのですよね。 

  ですので、文理融合の原子力社会学、仮称ですけれども、そういう分野の育成と推進もと

ても重要だと感じております。そこも是非強調できればなと思うので、いろいろと議論させ

ていただきたいと思います。 

  はいどうぞ。 

（佐野委員）すみません、追加ですけれども。 

  この「原子力利用に関する基本的考え方」は非常に短いわけです。せいぜい２０ページで、

あと３倍ぐらいの資料が付くわけです。この資料も有益ですけれども、この本文だけでも英

文や仏文に直していただきたいと思います。 

（梅北参事官）ちょっと時間的な差はあるかもしれませんけれども、御指摘を踏まえて対応さ

せていただきます。 

（上坂委員長）原子力白書の方は去年から概要を英文できれいな冊子にしまして、それをＩＡ

ＥＡの総会等でも５０部以上配布してきまして、全部はけましたね。あと、日本の大使館の

方々にも送りまして、もう全部で１３０部以上はけている。それもとても重要なことなので、

是非ひとつ事務局も御検討をお願いしたいと思います。 

  ほかに御意見はよろしゅうございますか。 
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  それでは、ありがとうございました。事務局におかれましては、本日及びこれまでの委員

会での議論を踏まえまして、引き続き論点の整理を行っていただきたいと存じます。 

  それでは議題１は以上でございます。 

  次に、議題２について、事務局から説明をお願いいたします。 

（進藤参事官）今後の会議予定について御案内いたします。次回の定例会につきましては、１

０月２５日火曜日１４時から、場所は本日と同じ６階の６２３会議室でございます。 

  議題については調整中であり、原子力委員会ホームページなどによりお知らせいたします。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  それでは、他の委員から何か発言はございますでしょうか。 

  ないようですので、これで本日の委員会を終了いたします。お疲れさまでした。どうもあ

りがとうございました。 


